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瀬戸市子どもの今・未来応援基金ＮＥＷＳ（令和７年１０月１５日時点） 

 

 

瀬戸市子どもの今・未来応援基金にご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

令和６年度までの寄附額、基金額、執行状況及び基金を活用させていただいている 

事業について、ご報告いたします。 

 

 

１ 瀬戸市子どもの今・未来応援基金 

 

瀬戸市子どもの今・未来応援基金は、児童の権利に関する条約の精神、児童の福祉を保障するための

原理及び子ども・若者育成支援の基本理念にのっとり、一人一人の子ども及び若者が、切れ目のない支

援を受けることで、それぞれの夢又は自立に向かって健やかに育つことができるための施策の財源に

充てるために設置したもので、次の事業を実施する場合に活用しています。 

 

・ 困難な状況にある子ども・若者を支援するための事業 

・ 子ども・若者が困難に陥ることを防ぐための事業 

・ 子ども・若者の活躍を応援するための事業 

・ 子ども・若者の健やかで豊かな育ちを支援するための事業（令和７年１０月１日追加） 

 

 

２ 寄附額及び基金額 

 

令和６年度までの寄附額及び基金額です。 

令和６年度末時点の基金に積み立てた額は、３３，４８９，５６３円です。 

（円）   

年度 寄附額 
ふるさと納税 

事務経費 
利息 

計 

（基金額） 

令和２年度 35,000   35,000 

令和３年度 14,353,570 ▲3,402,232  10,951,338 

令和４年度 25,274,123 ▲10,384,766 149 14,889,506 

令和５年度 4,513,902  4,033 4,517,935 

令和６年度 3,081,623  14,161 3,095,784 

計（Ａ） 47,258,218 ▲13,786,998 18,343 33,489,563 

※ 令和４年度までは、本市ふるさと納税の活用先に「瀬戸市子どもの今・未来応援基金」があったため、ふる 

さと納税による寄附金と事務経費を計上しています。 
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３ 執行状況 

 

令和６年度までの執行状況です。 

令和６年度末時点の執行額は、１，８６３，９０３円です。 

（円）   

年度 対象事業 金額 

令和４年度 

① 子ども・若者チャレンジ応援事業（子ども・若者会議分） 

※ 子どもの権利条例パンフレット 

 

396,000 

計 396,000 

令和５年度 

① 子ども・若者チャレンジ応援事業（子ども・若者会議分） 

※ 子どもの権利条例パンフレット 

※ 子どもの権利擁護委員カード 

② 子ども・若者総合支援金事業 

 

297,000 

171,600 

0 

計 468,600 

令和６年度 

① 子ども・若者チャレンジ応援事業（子ども・若者会議分） 

※ 子どもの権利条例啓発グッズ（ポケットティッシュ等） 

② 子ども・若者総合支援金事業 

③ 子ども・若者生活支援事業 

④ 子ども・若者支援活動応援金事業 

 

58,024 

0 

51,279 

890,000 

計 999,303 

計（Ｂ） 1,863,903 

 

 

４ 令和６年度までの基金残高 

 

令和６年度までの基金額から執行額を差し引いた額です。 

令和６年度末時点の基金の残額は、３１，６２５，６６０円です。 

（円）   

基金額（Ａ） － 執行額（Ｂ） 31,625,660 

 

 

５ 対象事業 

 

瀬戸市子どもの今・未来応援基金を活用している事業については、 

次のとおりです。 
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① 子ども・若者チャレンジ応援事業（子ども・若者会議分） 

事業区分 子ども・若者の活躍を応援するための事業 

活用経費 瀬戸市子ども・若者会議における子どもの権利に関する活動に要する経費 

活動内容 

子ども・若者会議は、市が広く子どもの意見を聞き、その意見を尊重するため設

置しているもので、令和６年度は以下のとおり活動しました。 

 

日程 内容 テーマ 

R6.8.6 R6 第１回会議 瀬戸市子ども総合計画について考えよう！ 

R6.9.14 せともの祭 子どもの権利・子どもの権利条例のＰＲ活動 

R6.12.25 R6 第２回会議 ① イベントで子どもの権利条例を広める活動 

② 好きな場所（ホッとできる場所） 

R7.3.26 R6 第３回会議 ① 子ども・若者にとってよりよい児童館にするためには

どうしたらよいか 

② 子ども・若者にとってどんな居場所があるとよいか 
 

写真等 

・ 広報せと令和６年１０月号（Ｒ６第１回会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ せともの祭 

日 時：令和６年８月１４日（土） 午前１０時から午後０時３０分まで 

会 場：パルティせと ５階 アリーナ、宮前公園 

内 容：ポケットティッシュの配布（４６２名）、アンケートの実施（３６名） 

参加者：子ども・若者会議委員 ４名、子ども・若者会議サポーター １名 

 

 4 / 6 

・ 広報せと令和７年３月号（Ｒ６第２回会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 広報せと令和７年６月号（Ｒ６第３回会議） 
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② 子ども・若者総合支援金事業 

事業区分 困難な状況にある子ども・若者を支援するための事業 

活用経費 瀬戸市子ども・若者総合支援金としての経費 

活動内容 

瀬戸市子ども・若者総合支援金は、要綱に基づき、経済的背景、虐待等の理由に

より困難を抱える子ども・若者のうち、自立に困難を有する子ども・若者に対して、

自立し、未来を拓いていくための支援をすることを目的として交付するもので、ヤ

ングケアラーの支援や受験に係る費用の支援等を実施するものです。 

・ 子どもの権利の実現及び回復のための支援金 

・ 進学チャレンジ支援金（令和７年４月１日追加） 

 

③ 子ども・若者生活支援事業 

事業区分 困難な状況にある子ども・若者を支援するための事業 

活用経費 
国の「支援対象児童等見守り強化事業」の対象となる事業に要する経費の１／３ 

（経費の２／３は児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金が交付） 

活動内容 

社会的自立に困難を有する子ども・若者とその家族に対し、食料品を含めた生活

に必要な物資を提供する事業であり、令和６年度は１０世帯（３４人、内子どもが

２０人）に対し、延べ４４回の支援を実施しました。 

写真等 

・ ＮＰＯ法人エム・トゥ・エム 

 

④ 子ども・若者支援活動応援金事業 

事業区分 子ども・若者が困難に陥ることを防ぐための事業 

活用経費 
国の「地域こどもの生活支援強化事業」の対象となる事業に要する経費の１／３ 

（経費の２／３は母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金が交付） 

活動内容 

子ども・若者が社会的自立に困難を抱えることを防ぐため、子どもや若者を支援

する団体等に対して、その活動を支援する事業であり、令和６年度は７団体等に対

して支援を実施しました。各団体等が実施した事業としては、子ども食堂、食料や

日用品配布、学習支援及び居場所の提供等です。延べ人数として、２，３９３人の

方が利用されました。 
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写真等 

・ ＮＰＯ法人エム・トゥ・エム 

 

６ 今後について 

 

皆様からいただきましたご厚志の活用につきましては、現在活用させていただいている各事業の拡

充を図るとともに、より多くの瀬戸市の子ども・若者たちに享受されるよう新たな活用方法についても

検討してまいります。 

今後とも引き続きご理解ご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 瀬戸市健康福祉部こども未来課こども未来係 

電話：0561-88-2635（直通） メール：kodomo@city.seto.lg.jp 


